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２．関係機関への事前協議、行政区長への説明、行政区説明会の日程調整
事業実施可能かどうか確かめるため、必要に応じ希望者が関係機関に事前協議を行ってください。
併せて、希望者が買受・借受したい土地の行政区長に事前説明を行い、必要な場合、行政区説明会の日程・場所調整を
お願いいたします。（市で開催日程・開催場所の調整を仲介可能です。）

５．申込書類の提出（南相馬市公有財産管理課 窓口持参） 必要書類がそろった時点で収受します。（様式第６号、第７号以外）

６．提出書類の審査 市にて、提出いただいた書類の審査をします。

７．借受予定人の決定

市で借受予定人の決定後、決定通知書を送付します。
７．買受予定人の決定

市で買受予定人の決定後、決定通知書を送付します。

９．契約の締結

市と借受人で、賃貸借契約を締結します。

12．財産処分手続き

市にて、国に対する財産処分手続きを行います。
（２～３か月程度）

10．土地の引渡し

契約締結日から土地の利用が可能となります。

11．契約保証金の納付

仮契約締結後、１０日以内に契約保証金
（金額の１０％）を市へ納付していただきます。

13．本契約への切替

財産処分の承認後、本契約に切り替わります。

14．売買代金の納付

本契約への切替から３０日以内に売買代金から契
約保証金を除いた金額を納付していただきます。

15．土地の引渡し

市にて売買代金の納付が確認でき次第、引渡書を
送付します。引渡書を受けとった日から土地の利
用が可能となります。

10．仮契約の締結
市と買受予定人で、売買仮契約を締結します。

８．測量、境界確定の実施等
買受予定人で、①隣接地権者へ事業同意の内諾、
②希望地の境界確定測量
③隣接地権者の同意（様式第７号）取得
④地積更正登記
を実施していただきます。 （土地家屋調査士へ依頼）

８．測量、境界確定の実施等

借受予定人で、希望地の境界確定測量を実施していただきま
す。（土地家屋調査士へ依頼）
※同意（様式第６号、第７号）による測量省略が可能
（測量を省略する場合は、隣接地権者に各種説明をした

うえで同意書（様式第７号）をもらってください）

９．不動産鑑定の実施
市で対象地の不動産鑑定評価を実施します。

１．南相馬市公有財産管理課へ事前相談
活用したい土地・活用（事業）内容について事前にご相談願います。事前に資料を求め、懸念点について整理を求める場合があります。

（利活用希望者向け）買受け・借受けまでの流れ

３．行政区説明会の開催
買受・借受したい土地の行政区にて必要に応じ行政区説明会を開催してください。

（行政区説明会の結果によっては、複数回説明会等を実施していただく場合があります。）

４．行政区長意見書 行政区説明会開催後、行政区長から市へ意見書（様式第８号）を提出いただきます。

目安 目安


